
令和６年度 

志布志市中小企業・小規模企業推進会議 

日時：令和６年 11 月 15 日 10 時 00 分から 

場所：志布志市役所本庁１階会議室  

会  次  第 

１ 開  会 

２ 会長あいさつ  

３ 協  議 

（協議１） 志布志市商工業支援制度について 

（協議２） プレミアム商品券の電子化並びに電子地域通貨の導入について 

（協議３） 商店街エリア計画について 

（協議４） その他 

４ その他 

   ・志布志港の長期構想の概要について 

５ 閉  会 



Ｍemo 
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中小企業・小規模企業振興基本条例 委員名簿 

任期：令和５年４月１日～令和７年３月３１日

ＮＯ 条例 氏名 所属 出欠

1 城ケ崎　義和 志布志市商工会　総務課長 〇

2 今別府　健一
一般社団法人
志布志市観光特産品協会　事務局次長

〇

3 石塚　孔信 鹿児島大学法文学部経済学科　教授 〇

4 赤田　元日出 南九州税理士会大隅支部　副支部長 〇

5 濵﨑　智弘
日本政策金融公庫鹿屋支店
融資課長

―

6 瀬戸口　孝 大隅公共職業安定所　統括職業指導官 ―

7 田中　浩一
公益財団法人かごしま産業支援センター
経営支援課長

〇

8 寒水　昭成
大隅地域振興局総務企画部
地域企業支援官

〇

9 上村　曜介
公益社団法人新大隅青年会議所
理事長

―

10 内木場　範行
志布志金融倶楽部幹事行
鹿児島銀行　志布志支店長

〇

〇事務局

所属 氏名 役職等

港湾商工課 大迫　秀治 課長

港湾商工課 児玉　祥一郎 セールスグループリーダー

港湾商工課 深迫　美穂 おもてなしグループリーダー

港湾商工課 佐々木　太郎 みなと振興グループリーダー

港湾商工課 茂﨑　典子 セールスグループサブリーダー

港湾商工課 加世田　直季 セールスグループ主事補

関係団体の代表者 

学識経験者

行政機関の職員

その他市長が必要と認める者
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商工業者へのアンケート実施結果報告

アンケート実施時間：令和６年９月 10 日(火) ～ 令和６年 10 月 18 日(金) 

アンケート募集者数：50 事業者 

回答事業者数   ：23 事業者 

回答率      ：46.0％ 
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19.今後志布志市の商工業振興策について希望することがあれば、
自由にお書きください。

・複合施設の建て替え、改修工事など。（小売業）
・海外や志布志市外に向けた販促活動やDX・IT化、メタバース等のデジタル
 コンテンツの創造に向けた支援策の作成を希望します。（その他サービス業）
・何かしら志布志の良さをアピールする場があればいいなと思っています。
（食料品製造業）
・商工業に対する補助金の充実。（その他サービス）
・会員の新規開拓 会員及び非会員との差別化戦略。（小売業）
・建設業に特化した助成金を構築していただきたい。（建設業）
・建設業にも補助金がほしい。重労働なうえ、材料、送料も何もかも値上げで厳しく
 なってきている。（建設業）
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 (協議１)志布志市商工業支援制度について 

志布志市商工支援制度の在り方について

（１）商工業開業支援事業補助金について

令和５年度実績

申請件数：１４件           交付件数：１４件

申請金額：１２，８６２，０００    交付金額：１２，６２６，０００

令和６年度実績 (１１月８日時点) 
申請件数：１０件           交付件数：１件

申請金額：９，０４２，０００     交付金額：１，０００，０００

＜概要＞

・市内で開業する方を対象に初期投資経費に対して支援補助を行います。 

・補助対象者：①市内在住の個人  

②既に事業を営んでいる者については、中小企業基本法第２条第１項に規定 

する中小企業者。（本社が市外の法人も可） 

・補助対象経費①開業に必要な申請書類等作成経費 ②事業所等の改修費 ③設備及び 

備品購入費（備品は１点 10 万円以上） ④広報費 

（２）商工業小規模事業承継支援対策事業補助金について

令和６年度実績（１１月８日時点）

申請件数：１件

＜概要＞

・市内で 30年以上長く事業を営んできた店舗の事業継続を図るため、事業継続に対する支
援を行います。

・対象業種 個人経営の小規模事業者 ①製造業 ②小売業 ③飲食サービス業

・対象者：届け出時に満 60歳以下。市内在住又は市外からの移住を予定している者。
・支援金の交付額：一時金 30 万円。そのほか、それぞれに定める者に応じ、年４回交付。
 市外からの移住者 （単身者）月 10万円 （単身以外）月 15万円
 市内居住者    （単身者）月５万円  （単身以外）月５万円

 ※交付の期間は 1年以内。
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（３）その他支援事業について

① チャレンジ補助金事業

令和６年度実績（１１月８日時点）

申請件数：５件            交付件数：０件

申請金額：２，４５４，０００     交付金額：０

＜概要＞

市内商工業者に対し、その商工業の販路拡大につながる取組又は、新商品・新サービ

スの提供や事業再構築等の新たな取り組みの支援を行います。

・補助対象者：①市内在住の個人  

②市内に本店所在地を有している法人。 

   ・補助額：対象経費の３分の２以内。（上限 50 万円）

・補助対象経費①事業所等の改修費 ②設備及び備品購入費（備品１点10万円以上） 

 ④広報費 ⑤成分分析及び検査費用 

② バリアフリー店舗改修助成事業

実績なし

   ＜概要＞

    令和６年４月から、障害者差別解消法が改正され、事業者は障害がある人へ合理的

配慮を提供することが義務化。それに伴い、市内の商工施設において、障がい者や高

齢者の利用に配慮するための店舗の改修や設備導入に対して補助を行います。

   ・補助対象者：①改修や設備導入を行う店舗の所有者または使用者。

          ②市内在住の個人又は、本店所在地を市内に有する法人。

   ・補助対象店舗：市内にある営業中の店舗（住宅併用の場合、店舗部分のみ対象）

   ・補助金額：補助対象経費の２分の１以内で、上限 10万円。

   ＜課題＞

   ・制度の認知度が低く、告知も行ったが、申請無し。

   ・補助金額又は、補助割合の見直しを検討。
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③ 住み良か地域づくり支援事業

実績なし

   ＜概要＞

    既に事業を営んでいる者が地域住民の生活環境の向上に寄与する事業を行うこと

に対して補助を行います。

   ・補助対象事業：生活用品の販売、生活に必要なサービスの提供及び地域住民が集ま

るスペースの確保等、地域住民にとって生活環境の向上に寄与する事業。

※フランチャイズ契約等は対象外。

・補助対象経費 ①事業に必要な申請書類作成費用 ②事業所等の改修費 

③設備費 ④広報費 ⑤車両改修費（移動販売の場合のみ）

   ・補助金額：補助対象経費の全額（１０分の１０）※上限 50万円。

④ 販路拡大支援事業 ※市商工会へ補助

＜概要＞

販路拡大のための商談会・物産展出展等の事業を実施する市内商工業者に対し

参加経費の一部を助成します。

・対象者：市内に事業所を有している市商工会会員。

   ・補助対象経費：①国内開催の商談会、物産展等への出展料・参加料。

           ②出展・参加に必要な２人分までの旅費。

           ※会場で使用する機器のリース料、雇い入れたアルバイト代・派遣

代、商品の配送費も対象。

   ・補助額：①出展料・参加料の３分の２以内。 ②２人分の旅費の２分の１以内。

 ※１回の補助限度額：25万円。１事業所当たり年度内２回限り。
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(協議２)プレミアム商品券の電子化並びに電子地域通貨の導入について 

（１）地域通貨導入プロジェクトチームの検討内容について

 ・市役所内で検討チームを結成。（港湾商工課と総合政策課 DX担当）
 ・これまでに合計７社から提案を受ける。

  →①商品券の電子化の事業者（地域通貨機能なし） ２件

   ②地域通貨システム導入の事業者（電子マネー機能有） ５件

   ①「商品券の電子化」について

    ・これまでの紙の商品券とは異なり、端末のアプリを用いて、デジタル商品券の購

入、管理、利用までをアプリ内 QRコード決済で完結させる。
    ・地域の店舗のみに限定して発行可能。

    ・販売時、換金時の手間が省かれる。

    ・デジタル機器を利用しない方には別手段を講じる必要あり。

    ・仕掛けが大きくないため、導入に負担なし。

   ②「地域通貨」について

    ・地域限定の共通ポイント（共通マネー）として利用価値あり。

    ・デジタル商品券、お買い物ポイント、ボランティアポイント、電子マネー機能等、

利用の幅、汎用性が高い。

    ・仕掛けが大掛かりで、導入コスト、ランニングコスト共に大きい。

    ・機能設定、業者選定を慎重に進める必要あり。

（２）プレミアム商品券事業等含めた経済対策について
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(協議３)商店街エリア計画について 

 志布志商店街エリア計画策定 

１ 目的 

令和５年度に策定した志布志東部地区エリア基本計画を基に、現地調査や意見聴取等を 

行い、地域の特性を生かしたエリア計画を策定することで、エリア内の活性化やエリアの 

特性を生かした商工業の振興に繋げる。 

２ 進捗状況

商店街モデル地区内のアンケート調査、エリアマップ作成、空き店舗状況の把握、駅周

辺等の状況確認等が完了。その結果を基に、計画策定を進めていく。

(協議４)その他 

中小企業向けの商工支援策について


